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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気モータに電力供給するための電気バッテリー（３）、すなわち自動車を駆動する電
気モータに電力供給するための電気バッテリー（３）を保持することを意図した構造（２
）であって、当該構造は、
　その上方および／またはその下方に前記電気バッテリー（３）が配置されるように意図
された剛性エレメント、を備え、当該剛性エレメントは、
　横断方向Ｙに延びる少なくとも２つのクロスメンバー（７）、及び長手方向Ｘに延びる
少なくとも２つの長手方向部材（６ａ、６ｂ）、を備え、前記構造（２）は、
　（ａ）横断方向Ｙに延びる少なくとも２つの変形可能部材（５ａ、５ｂ）、及び長手方
向Ｘに延びる少なくとも２つのビーム（４ａ、４ｂ）、を備え、
　（ｂ）前記クロスメンバー（７）の長さはバッテリーの横断方向の幅Ｌより大きく、前
記電気バッテリーと前記クロスメンバー（７）の末端との間にクリアランスＪが残ってお
り、そして
　（ｃ）前記電気バッテリー（３）を前記構造（２）上にクランプ留めする手段を備え、
構造（２）は前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を全て備え、
　前記変形可能部材（５ａ、５ｂ）は、前記長手方向部材（６ａ、６ｂ）の両側に横断方
向Ｙに配置されており、前記長手方向部材（６ａ、６ｂ）と前記ビーム（４ａ、４ｂ）と
を機械的に接続し、
　前記少なくとも２つの長手方向部材（６ａ、６ｂ）が、前記少なくとも２つのクロスメ
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ンバー（７）によって互いに接続されており、
　前記変形可能部材（５ａ、５ｂ）の断面は矩形であり、
　前記変形可能部材（５ａ、５ｂ）は、孔（８ａ、８ｂ）を備える、
ことを特徴とする構造（２）。
【請求項２】
　請求項１に記載の構造を備える自動車のフレーム（１）。
【請求項３】
　請求項１に記載の構造、または請求項２に記載のフレームを備える、ハイブリッド自動
車または電気自動車、すなわち電気四輪車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気バッテリー、詳細には、自動車を駆動する電気モータに電力供給するた
めの電気バッテリーを保持するように意図された構造に関する。また、そのような構造を
呈する自動車のフレームに関する。最終的には、そのような構造またはそのようなフレー
ムを備える自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車またはハイブリッド自動車のようなある特定の自動車は、駆動電気モータに
電力供給するための電気バッテリーを備える。安全上の理由により、様々な衝撃構成、す
なわち
・前方衝撃
・後方衝撃
・ポストに対する側方衝撃
おいて、モータに電力供給するための電気バッテリーの完全性を保証することが必要であ
る。
【０００３】
　衝撃中に、または衝撃の後に、発火の原因となり得る任意の電気ショックおよび／また
は任意の短絡回路を回避することを目的とする。これを回避するためには、バッテリーケ
ーシングの完全性を保証すること、および衝撃時にバッテリーケーシングの内部エレメン
トとの接触のいかなる可能性も回避することが必要である。バッテリーケーシングの亀裂
は許容できるが、ユーザが指を挿入できないように保証するある特定の寸法を超えてはな
らない。
【０００４】
　電気自動車のアーキテクチャは独特である。従来の内燃機関車両の燃料タンクの代わり
に、必ずしも電気バッテリーを設置する必要はない。場合によっては、車両の２つの車軸
間に電気バッテリーを設置することにより、衝撃の、特に、ポストに対する標準化側方衝
撃の影響を受けやすくなる。
【発明の概要】
【０００５】
　ある特定のアーキテクチャによれば、電気バッテリーは、（一般には、エンジン車両の
燃料タンクの代わりに）後方走行装置または前方走行装置の高さに配置される。このよう
に配置することにより、走行装置の横断剛性から恩恵を受け、側方衝撃の発生時にバッテ
リーの完全性を保証することが可能になる。
【０００６】
　本発明の目的は、電気バッテリーを保持するように意図された構造を利用可能とし、そ
れにより、前述の欠点を相殺し、従来技術からすでによく知られている構造を改善するこ
とである。詳細には、本発明は、自動車に対する側方衝撃の発生時に電気バッテリーの完
全性を保証する単純で信頼でき、ロバストな構造を提案する。
【０００７】
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　本発明によれば、電気モータに電力供給するための電気バッテリー、詳細には、自動車
を駆動する電気モータに電力供給するための電気バッテリーを保持するように意図された
構造は、その上方および／またはその下方にバッテリーが配置されるように意図された剛
性エレメントを備え、剛性エレメントの両方の側方に配置されたエネルギー吸収エレメン
トを備え、エネルギー吸収エレメントは、少なくとも実質的に側方に延びる変形可能部材
を備える。
【０００８】
　バッテリーの垂直突出部の表面は、剛性エレメントの垂直突出部の表面に含まれ得るか
、または剛性エレメントの垂直突出部の表面に少なくとも実質的に含まれ得る。
【０００９】
　剛性エレメントは、１つまたは複数のクロスメンバーを備え得る。
【００１０】
　剛性エレメントは、１つまたは複数の長手方向部材を備え得る。
【００１１】
　剛性エレメントは、複数のクロスメンバーによって互いに接続された２つの長手方向部
材（６ａ、６ｂ）を備え得る。
【００１２】
　エネルギー吸収エレメントは、（剛性エレメントの両側に対して少なくとも実質的に横
断方向に配置された）変形可能部材を備え得る。
【００１３】
　エネルギー吸収エレメントは、剛性エレメントの両側に対して少なくとも実質的に長手
方向に配置された２つのビームを備え得る。
【００１４】
　エネルギー吸収エレメントは、剛性エレメントの両側に対して少なくとも実質的に長手
方向に配置された２つのビームと、剛性エレメントの両側に対して少なくとも実質的に横
断方向に配置された変形可能部材とを備え得、変形可能部材は、剛性エレメントをビーム
に機械的に接続する。
【００１５】
　本発明によれば、自動車のフレームは、上記で規定した構造を備える。
【００１６】
　本発明によれば、ハイブリッド自動車または電気自動車、詳細には、電気四輪車は、上
記で規定した構造を備える。
【００１７】
　例として、本発明による構造の一実施形態を備える自動車のフレームを添付の図面に示
す。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による構造の一実施形態を備える自動車フレームの斜視図である。
【図２】図１に点線で示されたセクションの高さにおける断面図であり、本発明による当
該構造の実施形態を備える自動車フレームの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　自動車１のフレームの一実施形態について、図１および図２を参照して以下に説明する
。
【００２０】
　フレームは、詳細には、電気自動車またはハイブリッド自動車のフレームであり、特に
電気四輪車のフレームである。
【００２１】
　フレームは、好ましくはその中間セクションに、電気バッテリー３を保持するように意
図され、詳細には、自動車を駆動する電気モータに電力供給するための電気バッテリーを
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保持するように意図された構造２を備える。
【００２２】
　フレームは長手方向ｘに延び、前記長手方向は、直線における車両の変位方向である。
ｙは、長手方向に直行する横断方向に延び、ｚは、長手方向と横断方向とに直行する垂直
方向に延びることを留意されたい。
【００２３】
　当該構造は、
・その上方にバッテリーが配置されるように意図された剛性エレメント７、６ａ、６ｂと
、
・剛性エレメントの両方の側方に配置されたエネルギー吸収エレメント４ａ、５ａ、４ｂ
、５ｂと
を備える。
【００２４】
　好ましくは、剛性エレメントは、互いに対して少なくとも実質的に平行に延び、少なく
とも実質的に長手方向ｘに延びる２つの長手方向部材６ａ、６ｂを備える。これらの長手
方向部材は、たとえば、詳細には、アルミニウムまたはスチール製の金属プロファイルか
ら作製される。これらの長手方向部材の断面は矩形とすることができる。
【００２５】
　好ましくは、剛性エレメントは、各図に示すように、２つの長手方向部材を機械的に接
続するクロスメンバー、たとえば、４つのクロスメンバー７を備える。クロスメンバーは
、少なくとも実質的に側方ｙに延びることができる。これらのクロスメンバーは、たとえ
ば、詳細には、アルミニウムまたはスチール製の金属プロファイルから作製される。クロ
スメンバーの断面は矩形とすることができる。
【００２６】
　たとえば、クロスメンバーの高さは、長手方向部材の高さよりも低い。したがって、ク
ロスメンバーの上面は、長手方向部材の上面に対して後退させられ得る。
【００２７】
　クロスメンバーは、ガセットによって長手方向部材に固定することができる。代替的に
は、クロスメンバーは、溶接によって、または、任意の他の固定手段によって長手方向部
材に固定することができる。
【００２８】
　クロスメンバーの長さは、好ましくは、バッテリーの幅Ｌよりも大きい。したがって、
バッテリーは、長手方向部材間のクロスメンバー上に配置することができる。好ましくは
、図２に示すように、バッテリーとクロスメンバーの末端との間の、または、バッテリー
と剛性エレメントの末端との間のバッテリーの両側にクリアランスＪが残っている。
【００２９】
　好ましくは、エネルギー吸収エレメントは、互いに対して少なくとも実質的に平行に延
び、少なくとも実質的に長手方向ｘに延びる２つのビーム４ａ、４ｂ、詳細には、バラン
スビームまたはバランスを備える。好ましくは、これらのビームは、たとえば、詳細には
、アルミニウムまたはスチール製の金属プロファイルから作製される。これらのビームの
断面は矩形とすることができる。
【００３０】
　好ましくは、エネルギー吸収エレメントは、各図に示すように、剛性エレメントを、ビ
ーム、たとえば、４つの変形可能部材５ａ、５ｂに機械的に接続する変形可能部材を備え
る。変形可能部材５ａ、５ｂは、少なくとも実質的に側方ｙに延びることができる。これ
らの変形可能部材は、たとえば、詳細には、アルミニウムまたはスチール製の金属プロフ
ァイルから、あるいは、合成材料製のプロファイルから作製される。変形可能部材５ａ、
５ｂの断面は矩形とすることができる。変形可能部材５ａ、５ｂは、それらの変形を支援
または案内する手段８ａ、８ｂを備えることができる。これらの手段８ａ、８ｂは、たと
えば、変形可能部材中に作製された孔である。変形可能部材は、衝撃の発生時に、特に、
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側方衝撃の発生時、すなわち、当該構造に対して機械的作用ＦａまたはＦｂが乱暴に側方
に加えられたことによる、詳細には、横断方向ｙに対して少なくとも実質的に平行に機械
的作用が加えられたことに起因する衝撃の発生時に、著しいエネルギー吸収特性を所有す
ることが好ましい。
【００３１】
　変形可能部材は、溶接によって、または、任意の他の固定手段によって長手方向部材お
よびビームに固定することができる。
【００３２】
　たとえば、変形可能部材の高さはビームの高さよりも低く、および／または、変形可能
部材の高さは長手方向部材の高さよりも低い。少なくともある特定のエネルギー吸収エレ
メントは、クロスメンバーと整列して配置することができる。好ましくは、すべてのエネ
ルギー吸収エレメントが、クロスメンバーと整列して配置される。
【００３３】
　変形実施形態では、当該構造は、構造上にバッテリーをクランプ留めするための（図示
されない）手段を備えることができる。たとえば、これらのクランプ留め手段は、レール
９ａおよび９ｂ、詳細には、剛性エレメントに固定されたレール上に、および／または長
手方向にバッテリーにまたがったレール上に設けることができる。
【００３４】
　「剛性エレメント」という表現は、本明細書全体にわたって、構造に対する衝撃の発生
時に、詳細には、特にポストに対する標準化衝突試験の過程における側方衝撃時に、エネ
ルギー吸収エレメントよりも変形が少ない任意のエレメントを示すために使用される。好
ましくは、剛性エレメントは、ポストに対する標準化衝突試験の過程において変形しない
か、または標準化衝突試験中に剛性エレメントの弾性範囲で変形する。逆に、エネルギー
吸収エレメントは、ポストに対する標準化衝突試験中に変形する。エネルギー吸収エレメ
ントは、その塑性範囲で変形する。したがって、エネルギー吸収エレメントは、衝突試験
の終了時に変形したままであるが、剛性エレメントは、剛性エレメントの初期形態を保持
しているか、またはその初期形態を回復する。エネルギー吸収エレメントは、最大量の衝
撃エネルギーを吸収するように設計される。
【００３５】
　代替的には、剛性エレメントはまた、標準化衝突試験の過程において塑性範囲で変形し
得る。ただし、剛性エレメントは、エネルギー吸収エレメントよりも、側方の変形が小さ
い。詳細には、剛性エレメントは、バッテリーの完全性を十分に保証するために、ほとん
ど変形しない。前述のクリアランスＪは、この目的のために寸法決定される。さらに、側
方衝撃の発生時に、剛性エレメントは、エネルギー吸収エレメントが完全に変形したとき
のみ、詳細には、長手方向部材に対してビームが接触したときにのみ、剛性エレメントの
塑性範囲で変形する。
【００３６】
　好ましくは、剛性エレメントは、エネルギー吸収エレメントの横断剛性よりも大きい横
断剛性を特徴とする。エネルギー吸収エレメントの横断剛性と剛性エレメントの横断剛性
とは、標準化側方衝突試験の過程において、剛性エレメントは変形しないか、またはその
弾性範囲で変形するが、エネルギー吸収エレメントはその塑性範囲で変形することを保証
するように十分に異なる。好ましくは、剛性エレメントの剛性は、エネルギー吸収エレメ
ントの剛性の少なくとも１．２倍である。
【００３７】
　あらゆる場合において、剛性エレメントの剛性により、ポストに対する標準化側方衝突
試験の過程においてバッテリーケーシング３の完全性を保証することが可能になる。
【００３８】
　前述の実施形態では、剛性エレメントは、バッテリーの下方に延びる。しかしながら、
それに替えて、またはそれに加えて、本明細書には示されない別の実施形態では、剛性エ
レメントは、当該構造の所定の位置にバッテリーが置かれたときに、バッテリーの上方に
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【００３９】
　好ましくは、バッテリーの垂直突出部の表面は、剛性エレメントの垂直突出部の表面に
含まれるか、または少なくとも実質的に含まれる。「剛性エレメントの垂直突出部の表面
」という表現は、垂直突出部の表面包絡線を示すために使用される。したがって、エネル
ギー吸収エレメントが２つの平行線からなる場合、長手方向部材は、長手方向部材に直交
する２つのクロスメンバーによって接続され、次いで、垂直投影の表面は、２つのクロス
メンバーと２つの長手方向部材とによって範囲が規定される矩形となる。
【００４０】
　自動車フレームは、当該構造の前述した実施形態のうちの一方または他方を備えること
ができる。自動車、詳細には、電気自動車、たとえば、電気四輪車にそのようなフレーム
を装備することができる。
【００４１】
　本発明のおかげで、当該構造は、下部構造が反復するか否かにかかわらず、下部構造の
連続する横断補強を呈し、それにより、バッテリーの最適完全性が保証される。
【００４２】
　当該構造の前述した実施形態は、以下の利点を示す。
・低エネルギー衝撃の発生時に、当該構造を修復することが可能である。したがって、実
際には、ビームおよび変形可能部材のみが損傷し、剛性エレメントは損傷していない。そ
の場合、損傷したビームと損傷した変形可能部材を交換するだけでよい。
・剛性構造が一意に局所的に存在することにより、構造の軽量化を達成することが可能に
なる。
【００４３】
　様々な形容詞とともに本明細書全体にわたって使用される「少なくとも実質的に」とい
う表現は、「（形容詞）である」または「実質的に（形容詞）である」を意味し、たとえ
ば、「少なくとも実質的に直交する」は、「直交する」または「実質的に直交する」を意
味する。
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